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１ せたがや自治政策研究所関連の規則・要綱 

 

(1) せたがや自治政策研究所設置規則 

 

平成19年3月30日 

規則第40号 

改正 平成 24 年８月１日規則第 78 号 

 

（設置） 

第１条 区政に関する総合的な調査研究を行うため、せたがや自治政策研究所（以下「研究所」と

いう。）を基本構想・政策研究担当部に置く。 

（所掌事項） 

第２条 研究所は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 区の政策及び施策の調査研究に関すること。 

(２) 区の政策及び施策の提言に関すること。 

（組織） 

第３条 研究所は、次に掲げる者で組織する。 

(１) 所長 

(２) 副所長 

(３) 次長 

(４) 主任研究員 

(５) 研究員 

(６) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 

２ 所長は参与のうちから区長が任命し、副所長は基本構想・政策研究担当部長を、次長は基本構想・

政策研究担当部基本構想・政策研究担当課長を、主任研究員は基本構想・政策研究担当部基本構想・

政策研究担当課政策研究担当係長を、研究員は基本構想・政策研究担当部基本構想・政策研究担当課

の職員をもって充てる。 

（職務） 

第４条 所長は、区長の命を受け研究所の調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 副所長は、所長の命を受け研究所の事務及び調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 次長は、所長の命を受け研究所の事務及び調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督するとと

もに、調査研究を行う。 

４ 主任研究員は、調査研究を行うとともに、所長、副所長及び次長の指定する調査研究等の管理

を行う。 

５ 研究員は、所長、副所長及び次長の指定する調査研究等を行う。 

（情報の提供） 

第５条 研究所の研究成果の情報は、区民等に提供するものとする。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成24年８月１日から施行する。 
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１ せたがや自治政策研究所関連の規則・要綱 

 

(1) せたがや自治政策研究所設置規則 

 

平成19年3月30日 

規則第40号 

改正 平成 24 年８月１日規則第 78 号 

 

（設置） 

第１条 区政に関する総合的な調査研究を行うため、せたがや自治政策研究所（以下「研究所」と

いう。）を基本構想・政策研究担当部に置く。 

（所掌事項） 

第２条 研究所は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 区の政策及び施策の調査研究に関すること。 

(２) 区の政策及び施策の提言に関すること。 

（組織） 

第３条 研究所は、次に掲げる者で組織する。 

(１) 所長 

(２) 副所長 

(３) 次長 

(４) 主任研究員 

(５) 研究員 

(６) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 

２ 所長は参与のうちから区長が任命し、副所長は基本構想・政策研究担当部長を、次長は基本構想・

政策研究担当部基本構想・政策研究担当課長を、主任研究員は基本構想・政策研究担当部基本構想・

政策研究担当課政策研究担当係長を、研究員は基本構想・政策研究担当部基本構想・政策研究担当課

の職員をもって充てる。 

（職務） 

第４条 所長は、区長の命を受け研究所の調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 副所長は、所長の命を受け研究所の事務及び調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 次長は、所長の命を受け研究所の事務及び調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督するとと

もに、調査研究を行う。 

４ 主任研究員は、調査研究を行うとともに、所長、副所長及び次長の指定する調査研究等の管理

を行う。 

５ 研究員は、所長、副所長及び次長の指定する調査研究等を行う。 

（情報の提供） 

第５条 研究所の研究成果の情報は、区民等に提供するものとする。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成24年８月１日から施行する。 
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(3) せたがや自治政策研究所特別研究員設置要綱 

 

平成 19 年７月１日 

19 世政研第 22 号 

改正 平成 21 年４月１日 20 世政研第 49 号 

 平成 22 年３月１日 21 世政研第 46 号 

 平成 24 年３月６日 23 世政研第 32 号の１ 

 平成 24 年８月１日 24 基政第４号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、世田谷区基本構想・政策研究担当部におけるせたがや自治政策研究所（以下「研究所」と

いう。）調査研究業務の円滑な運営のために、せたがや自治政策研究所設置規則（平成 19 年３月規則第 40

号）第３条第１項第６号の規定に基づき、せたがや自治政策研究所特別研究員（以下「特別研究員」という。）の

職を設置し、その取扱いに関して世田谷区非常勤職員規則（昭和 32 年４月世田谷区規則第５号。以下「区規

則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。 

（身分） 

第２条 特別研究員は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第３条第３項第３号に規定する非常勤職員と

する。 

（職務） 

第３条 特別研究員は、せたがや自治政策研究所次長（以下「次長」という。）の指揮監督のもとに、次に掲げる

職務を行うものとする。 

(１) 研究所の調査研究等に関すること。 

(２) その他研究所の業務に関し、次長の指示する事項 

（任用） 

第４条 区長は、自治政策等に精通し、その専門知識を用いて、実証的調査研究が行える者から、特別研究員

として任用する。 

（定数） 

第５条 特別研究員の定数は、予算の範囲内で別に定める。 

（任用期間等） 

第６条 特別研究員の任用期間は、年度を単位とし、１年以内とする。 

２ 区長は、特別研究員について勤務実績等を考慮して、任用期間を更新することができる。 

（勤務態様） 

第７条 勤務日及び勤務時間は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

(１) 特別研究員Ａ 

ア 勤務日数は、各月８日とする。 

イ 正規の勤務時間は、１日６時間とする。 

(２) 特別研究員Ｂ 

ア 勤務日数は、各月 16 日とする。 

イ 正規の勤務時間は、１日７時間とする。 

２ 勤務日及び正規の勤務時間の割振り及び変更並びに勤務場所は、職務実態に応じて次長が定める。 

３ 特別研究員の休憩時間は、勤務の実態に応じて別に定める。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 特別研究員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、世田谷区非常勤職員の報酬

(2) 世田谷区参与（せたがや自治政策研究所所長）設置要綱 

 

平成 19 年３月 30 日 

18 世企第 154 号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、世田谷区参与（せたがや自治政策研究所所長。以下「参与」という。）の職を設置し、その

取扱いに関して参与及び専門委員の設置等に関する規則（昭和 53 年７月世田谷区規則第 43 号。以下「区規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（身分） 

第２条 参与は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第３条第３項第３号に規定する非常勤職員とする。 

（職務） 

第３条 参与は、次の職務を行うものとする。 

(１) せたがや自治政策研究所の調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督すること。 

(２) その他区政に対する助言・提案に関すること。 

（任用） 

第４条 区長は、自治政策等に精通し、その識見が卓越し、職務経験豊かな者から、参与として任用する。 

（定数） 

第５条 参与の定数は、１名とする。 

（任用期間） 

第６条 参与の任用期間は、１年以内とする。 

ただし、その再任を妨げない。 

（勤務態様） 

第７条 参与の勤務日数、勤務時間は、区長の指定による。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 参与の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、世田谷区非常勤職員の報酬及び費

用弁償に関する条例（昭和 31 年 10 月世田谷区条例第 28 号）及び世田谷区非常勤職員の報酬及び費用に関

する規程（昭和 40 年６月世田谷区訓令甲第 39 号）の定めるところによる。 

（服務） 

第９条 参与の服務は、区規則の定めるところによる。 

（公務災害等の補償） 

第 10 条 参与の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に

関する条例（昭和 43 年４月特別区人事・厚生事務組合条例第８号）に定めるところによる。 

（委任） 

第 11 条 この要綱について必要な事項は、区長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 
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(3) せたがや自治政策研究所特別研究員設置要綱 

 

平成 19 年７月１日 

19 世政研第 22 号 

改正 平成 21 年４月１日 20 世政研第 49 号 

 平成 22 年３月１日 21 世政研第 46 号 

 平成 24 年３月６日 23 世政研第 32 号の１ 

 平成 24 年８月１日 24 基政第４号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、世田谷区基本構想・政策研究担当部におけるせたがや自治政策研究所（以下「研究所」と

いう。）調査研究業務の円滑な運営のために、せたがや自治政策研究所設置規則（平成 19 年３月規則第 40

号）第３条第１項第６号の規定に基づき、せたがや自治政策研究所特別研究員（以下「特別研究員」という。）の

職を設置し、その取扱いに関して世田谷区非常勤職員規則（昭和 32 年４月世田谷区規則第５号。以下「区規

則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。 

（身分） 

第２条 特別研究員は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第３条第３項第３号に規定する非常勤職員と

する。 

（職務） 

第３条 特別研究員は、せたがや自治政策研究所次長（以下「次長」という。）の指揮監督のもとに、次に掲げる

職務を行うものとする。 

(１) 研究所の調査研究等に関すること。 

(２) その他研究所の業務に関し、次長の指示する事項 

（任用） 

第４条 区長は、自治政策等に精通し、その専門知識を用いて、実証的調査研究が行える者から、特別研究員

として任用する。 

（定数） 

第５条 特別研究員の定数は、予算の範囲内で別に定める。 

（任用期間等） 

第６条 特別研究員の任用期間は、年度を単位とし、１年以内とする。 

２ 区長は、特別研究員について勤務実績等を考慮して、任用期間を更新することができる。 

（勤務態様） 

第７条 勤務日及び勤務時間は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

(１) 特別研究員Ａ 

ア 勤務日数は、各月８日とする。 

イ 正規の勤務時間は、１日６時間とする。 

(２) 特別研究員Ｂ 

ア 勤務日数は、各月 16 日とする。 

イ 正規の勤務時間は、１日７時間とする。 

２ 勤務日及び正規の勤務時間の割振り及び変更並びに勤務場所は、職務実態に応じて次長が定める。 

３ 特別研究員の休憩時間は、勤務の実態に応じて別に定める。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 特別研究員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、世田谷区非常勤職員の報酬
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４ 特別研究員の短期の介護休暇の申出及び承認に係る手続は、一般職員に準じて行う。 

（災害休暇） 

第 15 条 特別研究員に対する災害休暇の付与日数は、日を単位として、７日以内で必要と認められる期間とす

る。 

２ 特別研究員の災害休暇の申出及び承認に係る手続は、一般職員に準じて行う。 

（育児休業） 

第 16 条 特別研究員の育児休業については、非常勤職員育児休業実施基準（平成 17 年３月１日世職発第

613 号）の定めるところによる。 

（介護休暇） 

第 17 条 特別研究員の介護休暇については、非常勤職員介護休暇実施基準（平成 17 年３月１日世職発第

614 号）の定めるところによる。 

（服務） 

第 18 条 特別研究員の服務は、区規則の定めるところによる。 

（免職） 

第 19 条 特別研究員の免職は、区規則の定めるところによる。 

（公務災害等の補償） 

第 20 条 特別研究員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補

償等に関する条例（昭和 43 年４月特別区人事・厚生事務組合条例第８号）に定めるところによる。 

（社会保険等） 

第 21 条 特別研究員（本要綱第７条において、勤務日数が月 16 日の者）の社会保険等の適用については、健

康保険法（大正 11 年法律第 70 号）、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）及び雇用保険法（昭和 49 年

法律第 116 号）の定めるところによる。 

（研修） 

第 22 条 次長は、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるために、必要に応じて職場内研修に参加さ

せる。 

（健康診断） 

第 23 条 特別研究員には、一般職員に準じて定期健康診断を実施する。 

（委任） 

第 24 条 この要綱について必要な事項は、総務部長と協議の上、基本構想・政策研究担当部長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成 19 年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年３月１日 21 世政研第 46 号） 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月６日 23 世政研第 32 号の１） 

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年８月１日 24 基政第４号） 

この要綱は、平成 24 年８月１日から施行する。 

 

 

 

及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年 10 月世田谷区条例第 28 号）及び世田谷区非常勤職員の報酬及び費

用弁償に関する規程（昭和 40 年６月世田谷区訓令甲第 39 号）の定める所による。 

２ 前条の規定による正規の勤務時間を超えて勤務することを命じたときは、当該勤務時間を超えて勤務した時

間に対して１時間につき、勤務１時間の報酬額の 100 分の 125 の報酬を加算した額を報酬額とする。 

３ 前項の規定に関する手続きは、一般職員の手続きに準じて行う。 

（報酬の減額） 

第９条 特別研究員が定められた勤務日数又は勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤

務しない日数又は時間について報酬を減額する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次条から第 12 条に定める休暇を取得した場合は、報酬の減額を免除するものと

する。 

（年次有給休暇） 

第 10 条 特別研究員に対する年次有給休暇の付与日数は、会計年度を単位として別表１のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度途中に任用された特別研究員に対する当該年度における年次有給休暇の

付与日数は、別表２のとおりとする。 

３ 特別研究員の年次有給休暇は、１日を単位として付与する。ただし、次長は、職務に支障がないと認めるとき

は、１時間を単位として与えることができる。 

４ １時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、特別研究員Ａにあっては６時間、特別

研究員Ｂにあっては７時間をもって１日とする。 

５ 特別研究員の年次有給休暇は、任用された日から当該年度の末日までに行使することができる。ただし、任

用期間が更新され、かつ前年度に新たに付与した年次有給休暇のうち使用しなかった日数がある場合は、翌

年度に限りこれを繰り越して行使することができる。 

６ 特別研究員の年次有給休暇の申出及び承認並びに繰越に係る手続きは、一般職員に準じて行う。 

（慶弔休暇） 

第 11 条 特別研究員に対する忌引休暇の付与日数は、会計年度を単位として別表３のとおりとする。 

２ 特別研究員に対する結婚休暇の付与日数は、引き続く７日とする。 

３ 慶弔休暇の取得の申出及び承認に係る手続きは、一般職員に準じて行う。 

（夏季休暇） 

第 12 条 特別研究員に対する夏季休暇の付与日数は、７月１日から９月 30 日までの期間内で別表第４のとおり

とする。 

２ 特別研究員の夏季休暇の申出及び承認に係る手続は、一般職員に準じて行う。 

（子の看護休暇） 

第 13 条 特別研究員に対する子の看護休暇の付与日数は、会計年度を単位として別表５のとおりとする。 

２ 特別研究員の子の看護休暇は、１日を単位として付与する。ただし、次長は、職務に支障がないと認めるとき

は、１時間を単位として与えることができる。 

３ １時間を単位として与えられた子の看護休暇を日に換算する場合は、特別研究員Ａにあっては６時間、特別

研究員Ｂにあっては７時間をもって１日とする。 

４ 特別研究員の子の看護休暇の申出及び承認に係る手続は、一般職員に準じて行う。 

（短期の介護休暇） 

第 14 条 特別研究員に対する短期の介護休暇の付与日数は、会計年度を単位として別表６のとおりとする。 

２ 特別研究員の短期の介護休暇は、１日を単位として付与する。ただし、次長は、職務に支障がないと認める

ときは、１時間を単位として与えることができる。 

３ １時間を単位として与えられた子の看護休暇を日に換算する場合は、特別研究員Ａにあっては６時間、特別

研究員Ｂにあっては７時間をもって１日とする。 

-264-



４ 特別研究員の短期の介護休暇の申出及び承認に係る手続は、一般職員に準じて行う。 

（災害休暇） 

第 15 条 特別研究員に対する災害休暇の付与日数は、日を単位として、７日以内で必要と認められる期間とす

る。 

２ 特別研究員の災害休暇の申出及び承認に係る手続は、一般職員に準じて行う。 

（育児休業） 

第 16 条 特別研究員の育児休業については、非常勤職員育児休業実施基準（平成 17 年３月１日世職発第

613 号）の定めるところによる。 

（介護休暇） 

第 17 条 特別研究員の介護休暇については、非常勤職員介護休暇実施基準（平成 17 年３月１日世職発第

614 号）の定めるところによる。 

（服務） 

第 18 条 特別研究員の服務は、区規則の定めるところによる。 

（免職） 

第 19 条 特別研究員の免職は、区規則の定めるところによる。 

（公務災害等の補償） 

第 20 条 特別研究員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補

償等に関する条例（昭和 43 年４月特別区人事・厚生事務組合条例第８号）に定めるところによる。 

（社会保険等） 

第 21 条 特別研究員（本要綱第７条において、勤務日数が月 16 日の者）の社会保険等の適用については、健

康保険法（大正 11 年法律第 70 号）、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）及び雇用保険法（昭和 49 年

法律第 116 号）の定めるところによる。 

（研修） 

第 22 条 次長は、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるために、必要に応じて職場内研修に参加さ

せる。 

（健康診断） 

第 23 条 特別研究員には、一般職員に準じて定期健康診断を実施する。 

（委任） 

第 24 条 この要綱について必要な事項は、総務部長と協議の上、基本構想・政策研究担当部長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成 19 年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年３月１日 21 世政研第 46 号） 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月６日 23 世政研第 32 号の１） 

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年８月１日 24 基政第４号） 

この要綱は、平成 24 年８月１日から施行する。 
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(5) せたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」発行要綱 

 

平成 20 年４月 18 日 

20 世政研第９号 

 

（目的） 

第１条 せたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」（以下「学術機関誌」という。）は、区と区民の協

働の推進と区民主体のまちづくりの一層の発展を目指すため、学術論文等を通じて様々な研究者との研究交

流を図り、政策形成の基盤づくりの推進を図ることを目的として発行する。 

（発行機関） 

第２条 学術機関誌の発行は、せたがや自治政策研究所が行う。 

（編集委員会の設置） 

第３条 学術機関誌の編集を行うため編集委員会を設置する。 

（発行回数） 

第４条 学術機関誌は、原則として年１回発行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、せたがや自治政策研究所が特に必要があると認めたときは、臨時号を発行し、又

は休刊することができる。 

（配布） 

第５条 学術機関誌の配布方法については、せたがや自治政策研究所が定める。 

（委任） 

第６条 この要綱の施行について必要な事項は、せたがや自治政策研究所が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 20 年４月 18 日から施行する。 

(4) せたがや自治政策研究所政策形成アドバイザーに関する要綱 

 

平成 24 年４月１日 

24 世政研第 27 号 

改正 平成 24 年８月１日 24 基政第３号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、せたがや自治政策研究所設置規則（平成19 年３月世田谷区規則第 40 号）第３条第１項に

規定するせたがや自治研究所を組織する者のうち、同項第６号の区長が必要と認める者の委嘱等について必

要な事項を定めることを目的とする。 

（命名） 

第２条 この要綱に基づき委嘱する者を「せたがや自治政策研究所政策形成アドバイザー」と称する。 

（委嘱） 

第３条 せたがや自治政策研究所政策形成アドバイザー（以下「政策形成アドバイザー」という。）は、自治政策

等に関する高度な識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。 

（職務） 

第４条 政策形成アドバイザーの職務は、次に定めるとおりとする。 

(１) せたがや自治政策研究所（以下「研究所」という。）が主催する会議に参加し、専門的立場から研究所の調

査研究等の全般に関し、助言すること。 

(２) 研究所が実施するシンポジウム、政策研究塾、公共政策ゼミナール等の企画・運営に関し助言し、必要に

応じて講師等の役割を担うこと。 

(３) 前２号に定める職務に関して学識経験を有する者を紹介すること。 

（任期） 

第５条 政策形成アドバイザーの任期は、年度を単位とし、１年以内とする。ただし、区長が必要と認める場合は、

その再任を妨げない。 

（謝礼） 

第６条 政策形成アドバイザーに対する謝礼は、１時間の勤務につき、11,500 円とする。 

２ 前項の謝礼の支払は、実績に応じて３月毎に行うものとする。 

（解職） 

第７条 区長は、政策形成アドバイザーとして委嘱した者が次のいずれかに該当するときは、その職を解くものと

する。 

(１) 辞任を申し出たとき。 

(２) 心身の故障等により職務の遂行に支障があると認められるとき。 

(３) 職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、政策形成アドバイザーに関する必要な事項は、基本構想・政策研究担

当部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年８月１日 24 基政第３号） 

この要綱は、平成 24 年８月１日から施行する。 
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(5) せたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」発行要綱 

 

平成 20 年４月 18 日 

20 世政研第９号 

 

（目的） 

第１条 せたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」（以下「学術機関誌」という。）は、区と区民の協

働の推進と区民主体のまちづくりの一層の発展を目指すため、学術論文等を通じて様々な研究者との研究交

流を図り、政策形成の基盤づくりの推進を図ることを目的として発行する。 

（発行機関） 

第２条 学術機関誌の発行は、せたがや自治政策研究所が行う。 

（編集委員会の設置） 

第３条 学術機関誌の編集を行うため編集委員会を設置する。 

（発行回数） 

第４条 学術機関誌は、原則として年１回発行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、せたがや自治政策研究所が特に必要があると認めたときは、臨時号を発行し、又

は休刊することができる。 

（配布） 

第５条 学術機関誌の配布方法については、せたがや自治政策研究所が定める。 

（委任） 

第６条 この要綱の施行について必要な事項は、せたがや自治政策研究所が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 20 年４月 18 日から施行する。 
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３ 運営体制 

 
せたがや自治政策研究所は、所長（非常勤参与）及び副所長(部長)・次長(課長)・研究員

（区職員 4 名）、特別研究員(非常勤 3 名）の 10 名で構成する。また、平成 24 年 4 月 1 日か

ら自治政策等に関する高度な識見を有する「政策形成アドバイザー」を設置し、専門的立場

から研究所の調査研究等の全般に関し、助言を行っている。 

調査・研究にあたっては、研究員による独自研究の他、研究内容に応じて関係所管課や

大学・民間等の協力関係をもって進めている。 

 
 
 
  

せたがや自治政策研究所の運営体制 

所 長(非常勤) 
（放送大学教授） 

特別研究員(非常勤) 
（大学院生等 3） 

政策形成アドバイザー(委嘱) 
(1)専門的立場から研究所の調査

研究等の全般に関し、助言を行

う。 
(2)研究所が実施するシンポジウ

ム、政策研究塾、公共政策ゼミ

ナール等の企画・運営に関し助

言及び人材の紹介を行う。 

副所長(常勤) 
（基本構想・政策研究担当部長）

次 長(常勤) 
（基本構想・政策研究担当課長）

研究員(常勤) 
（係長 1・職員 3） 

研究体制 
調査・研究内容に応じた柔軟な研

究体制を組むことを基本とする。 
(1)研究員のチーム 
(2)所管課との連携・協力 
(3)大学や民間等との連携・協力 

２ 組織図と事務分掌 

 

 せたがや自治政策研究所が持つ、中長期を展望した基本調査や政策研究等の成果、また、

住民参加に関するノウハウを基本構想策定に活かすことを目的として、平成 24 年 8 月 1 日

付けで基本構想・政策研究担当部を立ち上げる組織改正が行われた。従来は、政策経営部

内の組織であったが、新たに部長級を配置し、組織の強化が図られた。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想・政策研究担当課  主な事務分掌 

１) せたがや自治政策研究所に関すること 

２) 自治権拡充及び地方分権に係る調査研究に関すること 

３) 政策に係る調査研究に関すること 

４） 基本構想審議会に関すること 

５） 基本構想の策定に関すること 

主な事務分掌(関連するものを抜粋) 

１）区の総合的な政策の企画及び立案に関すること 

２）重要施策の調整及び進行管理に関すること 

３）区の基本的な行政計画の策定に関すること 

４）自治権拡充及び地方分権に関すること  等 

区 
 

長 

副

区

長 

政策経営部 政策企画課 

財 政 課 

広報広聴課 

基本構想・政策研究担当部 基本構想・政策研究担当課 
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３ 運営体制 

 
せたがや自治政策研究所は、所長（非常勤参与）及び副所長(部長)・次長(課長)・研究員

（区職員 4 名）、特別研究員(非常勤 3 名）の 10 名で構成する。また、平成 24 年 4 月 1 日か

ら自治政策等に関する高度な識見を有する「政策形成アドバイザー」を設置し、専門的立場

から研究所の調査研究等の全般に関し、助言を行っている。 

調査・研究にあたっては、研究員による独自研究の他、研究内容に応じて関係所管課や

大学・民間等の協力関係をもって進めている。 

 
 
 
  

せたがや自治政策研究所の運営体制 

所 長(非常勤) 
（放送大学教授） 

特別研究員(非常勤) 
（大学院生等 3） 

政策形成アドバイザー(委嘱) 
(1)専門的立場から研究所の調査

研究等の全般に関し、助言を行

う。 
(2)研究所が実施するシンポジウ

ム、政策研究塾、公共政策ゼミ

ナール等の企画・運営に関し助

言及び人材の紹介を行う。 

副所長(常勤) 
（基本構想・政策研究担当部長）

次 長(常勤) 
（基本構想・政策研究担当課長）

研究員(常勤) 
（係長 1・職員 3） 

研究体制 
調査・研究内容に応じた柔軟な研

究体制を組むことを基本とする。 
(1)研究員のチーム 
(2)所管課との連携・協力 
(3)大学や民間等との連携・協力 
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平成 25 年度 3 月 「都市社会研究」第 6 号発行 

3 月 「せたがや自治政策研究所運営方針」改定 

 

５ これまでの研究テーマ 

 

せたがや自治政策 Vol.1 世田谷の地域特性の析出 

少子化と就労女性の支援ネットワーク 

世田谷の魅力を高めるまちづくり 

地域活動を基盤にした協働社会のあり方 

せたがや自治政策 Vol.2 住民力 

観光資源 

世田谷の地域特性の析出 

環境 

ソーシャルビジネス 

せたがや自治政策 Vol.3 大学連携のあり方 

住民力 

世田谷の地域特性の析出 

せたがや自治政策 Vol.4 超高齢社会 

大震災と自治体の対応に関する研究 

住民力（事例分析） 

世田谷の地域特性の析出 

地域での国際交流活動の推進 

せたがや自治政策 Vol.5 区民参加に関する研究 

都区制度改革に関する研究 

地域における社会関係資本に関する研究 

世田谷の地域特性の析出 

地域公共施設の住民管理に関する研究 

 

６ 予算規模 

 

 

平成 19 年度  総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 19,211,000 円 

平成 20 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 17,321,000 円 

平成 21 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 16,302,000 円 

平成 22 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 15,367,000 円 

平成 23 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 14,425,000 円 

平成 24 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 7,740,000 円 

平成 25 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 7,225,000 円 

４ 研究所の動き 

 

平成 18 年度 3 月 世田谷区におけるシンクタンクの設置及び運営に関する調査・研究報告 

平成 19 年度 4 月 せたがや自治政策研究所設置(政策経営部政策研究担当課) 

6 月 政策・調査研究の事業計画書策定 

11 月 発足記念シンポジウム開催（烏山区民センター） 

平成 20 年度 6 月 都市シンクタンク等交流会議にて「世田谷区における社会地図の活用方

法」を発表（日本都市センター） 

6 月 環境をテーマとしたシンポジウム開催（北沢タウンホール） 

8 月 自治体学会ポスターセッション出展（盛岡大会） 

2 月 「都市社会研究」創刊 

3 月 研究ノート交流会開催 

平成 21 年度 5 月 「せたがや自治政策 Ｖｏｌ.1」発刊 

6 月 ソーシャルビジネスをテーマとしたシンポジウム開催（三茶しゃれなあど）  

8 月 自治体学会ポスターセッション出展（福井大会） 

10 月 地域の活性化シンポジウム開催（世田谷区民会館） 

 2 月 「都市社会研究」第 2 号発行 

平成 22 年度 

 

 

 

 

5 月 「せたがや自治政策 Ｖｏｌ.2」発刊 

6 月 大学連携をテーマとしたシンポジウム開催（三茶しゃれなあど）         

8 月 自治体学会ポスターセッション出展（佐賀武雄大会） 

12 月 学生まちづくりプレゼンテーション大会表彰式（北沢タウンホール） 

 2 月 「都市社会研究」第 3 号発行 

平成 23 年度 

 

 

 

 

 

5 月 「せたがや自治政策 Ｖｏｌ.3」発刊 

10 月 自治体学会ポスターセッション出展（東京 法政大学） 

11 月 シンクタンク神奈川主催シンポジウムでの研究発表 

11 月 超高齢社会をテーマとしたシンポジウム開催（三茶しゃれなあど）         

1 月 第 2 回都市調査研究グランプリ 自治体実施調査研究部門優秀賞受賞 

3 月 「都市社会研究」第４号発行 

3 月 「基本構想シンポジウム」開催（三茶しゃれなあど） 

平成 24 年度 5 月 「せたがや自治政策 Ｖｏｌ.4」発刊 

8 月 組織改正(基本構想・政策研究担当部 基本構想・政策研究担当課) 

8 月 自治体学会ポスターセッション出展（広島大会） 

10 月 日本都市センター主催「都市政策交流会」での研究発表 

10 月 日本大学文理学部総合研究科目での講義（研究発表） 

 3 月 「都市社会研究」第 5 号発行 

平成 25 年度 5 月 「せたがや自治政策 Ｖｏｌ.5」発刊 

1１月 自治体学会ポスターセッション出展（静岡大会） 
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平成 25 年度 3 月 「都市社会研究」第 6 号発行 

3 月 「せたがや自治政策研究所運営方針」改定 

 

５ これまでの研究テーマ 

 

せたがや自治政策 Vol.1 世田谷の地域特性の析出 

少子化と就労女性の支援ネットワーク 

世田谷の魅力を高めるまちづくり 

地域活動を基盤にした協働社会のあり方 

せたがや自治政策 Vol.2 住民力 

観光資源 

世田谷の地域特性の析出 

環境 

ソーシャルビジネス 

せたがや自治政策 Vol.3 大学連携のあり方 

住民力 

世田谷の地域特性の析出 

せたがや自治政策 Vol.4 超高齢社会 

大震災と自治体の対応に関する研究 

住民力（事例分析） 

世田谷の地域特性の析出 

地域での国際交流活動の推進 

せたがや自治政策 Vol.5 区民参加に関する研究 

都区制度改革に関する研究 

地域における社会関係資本に関する研究 

世田谷の地域特性の析出 

地域公共施設の住民管理に関する研究 

 

６ 予算規模 

 

 

平成 19 年度  総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 19,211,000 円 

平成 20 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 17,321,000 円 

平成 21 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 16,302,000 円 

平成 22 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 15,367,000 円 

平成 23 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 14,425,000 円 

平成 24 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 7,740,000 円 

平成 25 年度 総務費  総務管理費  企画調整費 予算額 7,225,000 円 
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シンクタンク名 設置市等

1 青森公立大学地域研究センター 青森地域広域事務組合

2 盛岡市まちづくり研究所 盛岡市（岩手県立大学内）

3 げんたか研究所 高萩市

4 うつのみや市政研究センター 宇都宮市

5 高崎経済大学地域政策研究センター 高崎市

6 かすかべ未来研究所 春日部市

7 戸田市政策研究所 戸田市

8 松戸市政策推進研究室 松戸市

9 港区政策創造研究所 港区

10 新宿自治創造研究所 新宿区

11 せたがや自治政策研究所 世田谷区

12 (公財)荒川区自治総合研究所 荒川区

13 八王子市都市政策研究所 八王子市

14 三鷹ネットワーク大学推進機構 三鷹市

15 町田市未来づくり研究所 町田市

16 (公財)東京市町村自治調査会 東京都の多摩・島しょ地域26市5町8村

17 横須賀市都市政策研究所 横須賀市

18 鎌倉市政策創造担当 鎌倉市

19 さがみはら都市みらい研究所 相模原市

20 みうら政策研究所 三浦市

21 伊勢原市政策研究所 伊勢原市

22 新潟市都市政策研究所 新潟市

23 上越市創造行政研究所 上越市

24 (公財)名古屋まちづくり公社　名古屋都市センター 名古屋市

25 四日市地域研究機構 四日市市

26 草津未来研究所 草津市

27 (財)京都市景観・まちづくりセンター 京都市

28 (公財)大学コンソーシアム京都 京都市

29 (公財)堺都市政策研究所 堺市

30 岸和田市企画調整部企画課企画担当 岸和田市

31 とよなか都市創造研究所 豊中市

32
マッセＯＳＡＫＡ
（おおさか市町村職員研修研究センター）

大阪府内の政令指定都市を除く31市9町1村

33 (公財)神戸都市問題研究所 神戸市

34 (公財)尼崎地域産業活性化機構 尼崎市

35 (財)下関21世紀協会 下関市

36 北九州市立大学都市政策研究所 北九州市

37 (公財)福岡アジア都市研究所 福岡市

38 熊本市都市政策研究所 熊本市

出典：公益財団法人 日本都市センター（平成26年4月現在）

７　都市シンクタンク等一覧（平成25年度） 
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